
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
（Ａ）塩化ビニル系樹脂基材シートの一方の面に、基材シート側から、（Ｂ）隠蔽性塩化
ビニル系樹脂フィルム、（Ｃ）絵柄層、（Ｄ）接着剤層及び（Ｅ）アイオノマー樹脂フィ
ルムが順次積層されると共に、該塩化ビニル系樹脂基材シートの他方の面に、（Ｆ）反り
防止用塩化ビニル系樹脂シートが設けられた構造を有することを特徴とする化粧板。
【請求項２】
（Ｃ）層の絵柄層の形成に用いられる印刷インクが、樹脂成分として、塩化ビニル系樹脂
に対して親和性を有する樹脂を含むものである請求項１記載の化粧板。
【請求項３】
（Ｄ）層の接着剤層の形成に用いられる接着剤が、（Ｃ）層の絵柄層を構成する樹脂の少
なくとも１つと同種の樹脂を含むと共に、この樹脂と相溶性を有し、かつアイオノマー樹
脂に対して反応性を有する樹脂を含むものである請求項１又は２記載の化粧板。
【請求項４】
（ａ）一方の面に不完全硬化接着剤層を有するアイオノマー樹脂フィルムと、一方の面に
絵柄層を有する隠蔽性塩化ビニル系樹脂フィルムとを、不完全硬化接着剤層と絵柄層とが
接するように配置し、該接着剤層を完全硬化させて両フィルムを接合することにより、積
層フィルムを作製する工程、及び
（ｂ）裏面に反り防止用塩化ビニル系樹脂シートが設けられた塩化ビニル系樹脂基材シー
トと、前記（ａ）工程で作製された積層フィルムとを、該塩化ビニル系樹脂基材シートの
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表面と積層フィルムの隠蔽性塩化ビニル系樹脂フィルムとが接するように配置し、熱融着
により接合する工程、
を含むことを特徴とする請求項１記載の化粧板の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、化粧板及びその製造方法に関する。さらに詳しくは、耐擦傷性、耐シガレット
性、耐候性、耐薬品性、耐汚染性、層間密着性などに優れると共に、反りが抑制され、か
つ製造が容易であって、壁パネルや床タイルなどの建装材等で、特に床タイルに好適な多
層積層構造の化粧板、及び該化粧板を工業的に効率よく製造する方法に関するものである
。
【０００２】
【従来の技術】
従来、床タイルや壁パネルなどの化粧板としては、熱可塑性樹脂からなる基材シートに、
絵柄の印刷や表面エンボスなどの種々の装飾加工を施してなる各種化粧板が使用されてい
る。このような化粧板には、例えば基材シートへのラミネート加工やＶカット加工等の二
次加工のための適度の柔軟性や接着性、切削性、耐破断性等の加工適性、使用状態におけ
る耐候性、耐光性、耐熱性、耐水性、耐溶剤性、表面硬度、耐擦傷性等、用途により程度
は相違するが種々の優れた特性が要求される。
このような要求特性を満足させるために、各種の物理的、化学的物性のバランスが良好な
塩化ビニル系樹脂が基材シートに、従来より賞用されている。
この塩化ビニル系樹脂は、各種の物理的、化学的物性のバランスが良好である上、可塑剤
の配合の変更により、任意の所望物性のものを比較的容易に得ることができるという長所
も有している。
図１は、従来の塩化ビニル系樹脂製の床タイルの代表的な構成を示す断面図である。従来
の塩化ビニル系樹脂製床タイル１０は、厚さ２００～６００μｍ程度の透明塩化ビニル系
樹脂フィルム４、絵柄層３、厚さ５０～２００μｍ程度の着色塩化ビニル系樹脂フィルム
２及び厚さ２～４ｍｍ程度の塩化ビニル系樹脂基材シート１を、例えば多段プレスあるい
は連続ラミネーション方式を用いた熱ラミネーションにより積層し、得られた積層体の表
面に意匠性を高める目的で、必要に応じエンボス加工により、凹部５を施したものである
。
しかしながら、このような従来の構成の塩化ビニル系樹脂製化粧板においては、表面層に
透明塩化ビニル系樹脂フィルムが用いられているため、耐擦傷性に劣ると共に、耐候性が
悪く、紫外線の影響で黄変が生じやすい上、例えば火のついたタバコによって損傷を受け
やすい（耐シガレット性に劣る。）などの欠点があった。また、このような構成の塩化ビ
ニル系樹脂製化粧板は、反りが生じやすいという問題も有していた。
一方、エチレン－メタクリル酸共重合体などのアクリレート系共重合体を、金属イオンで
架橋した構造のアイオノマー樹脂からなるフィルムは、耐擦傷性、耐候性、耐薬品性、耐
汚染性などに優れ、かつ良好な透明性を有することから、化粧板の表面層に用いることが
試みられている。例えばアクリレート系共重合体樹脂を主成分とするシートを基材とし、
かつ最上層がアイオノマー樹脂からなる層である化粧材が開示されている（例えば、特許
文献１、特許文献２参照）。
この化粧材は、基材としてアクリレート系共重合体樹脂を主成分とするシートが用いられ
ており、そして各層間の密着性を向上させるために、種々の工夫が施されている。しかし
ながら、基材として塩化ビニル系樹脂シートを用いた場合、アイオノマー樹脂と塩化ビニ
ル系樹脂との親和性が極めて悪く、密着性に優れたアイオノマー樹脂層を有する化粧板を
工業的に製造することは不可能に近いのが実状である。
【特許文献１】
特開平９－２０７２７６号公報
【特許文献２】
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特開平１０－３１５４２２号公報
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
本発明は、このような事情のもとで、耐擦傷性、耐シガレット性、耐候性、耐薬品性、耐
汚染性、層間密着性などに優れると共に、反りが抑制され、かつ製造が容易であって、壁
パネルや床タイルなどの建装材等で、特に床タイルに好適な化粧板、及び該化粧板を工業
的に効率よく製造する方法を提供することを目的としてなされたものである。
【０００４】
【課題を解決するための手段】
本発明者らは、前記目的を達成するために鋭意研究を重ねた結果、基材として塩化ビニル
系樹脂シートを用い、かつ最上層にアイオノマー樹脂フィルムを用いた特定の層構成を有
する積層体からなり、特に好ましくは、アイオノマー樹脂フィルムの裏面に設けられる接
着剤層を、特定組成の接着剤を用いて形成してなる化粧板が、その目的に十分に適合し得
ること、そして該化粧板は特定の方法により工業的に効率よく製造し得ることを見出した
。本発明は、かかる知見に基づいて完成したものである。
すなわち、本発明は、
（１）（Ａ）塩化ビニル系樹脂基材シートの一方の面に、基材シート側から、（Ｂ）隠蔽
性塩化ビニル系樹脂フィルム、（Ｃ）絵柄層、（Ｄ）接着剤層及び（Ｅ）アイオノマー樹
脂フィルムが順次積層されると共に、該塩化ビニル系樹脂基材シートの他方の面に、（Ｆ
）反り防止用塩化ビニル系樹脂シートが設けられた構造を有することを特徴とする化粧板
、
（２）（Ｃ）層の絵柄層の形成に用いられる印刷インクが、樹脂成分として、塩化ビニル
系樹脂に対して親和性を有する樹脂を含むものである第１項記載の化粧板、
（３）（Ｄ）層の接着剤層の形成に用いられる接着剤が、（Ｃ）層の絵柄層を構成する樹
脂の少なくとも１つと同種の樹脂を含むと共に、この樹脂と相溶性を有し、かつアイオノ
マー樹脂に対して反応性を有する樹脂を含むものである第１項又は第２項記載の化粧板、
及び
（４）（ａ）一方の面に不完全硬化接着剤層を有するアイオノマー樹脂フィルムと、一方
の面に絵柄層を有する隠蔽性塩化ビニル系樹脂フィルムとを、不完全硬化接着剤層と絵柄
層とが接するように配置し、該接着剤層を完全硬化させて両フィルムを接合することによ
り、積層フィルムを作製する工程、及び
（ｂ）裏面に反り防止用塩化ビニル系樹脂シートが設けられた塩化ビニル系樹脂基材シー
トと、前記（ａ）工程で作製された積層フィルムとを、該塩化ビニル系樹脂基材シートの
表面と積層フィルムの隠蔽性塩化ビニル系樹脂フィルムとが接するように配置し、熱融着
により接合する工程、
を含むことを特徴とする第１項記載の化粧板の製造方法、
を提供するものである。
【０００５】
【発明の実施の形態】
本発明の化粧板は、多層積層板からなるものであって、（Ａ）層の基材シート（バッカー
材）としては、塩化ビニル系樹脂を樹脂成分としたものが用いられる。
該基材シートに用いられる塩化ビニル系樹脂としては、例えば数平均重合度が約８００～
２５００のポリ塩化ビニル、塩化ビニルを主体とする共重合体（例えばエチレン－塩化ビ
ニル共重合体、酢酸ビニル－塩化ビニル共重合体、塩化ビニル－ハロゲン化オレフィン共
重合体など）、あるいはこれらのポリ塩化ビニル又は塩化ビニル共重合体を主体とする他
の相溶性の樹脂（例えばポリエステル樹脂、エポキシ樹脂、アクリル樹脂、酢酸ビニル樹
脂、ウレタン樹脂、アクリロニトリル－スチレン－ブタジエン共重合体、部分ケン化ポリ
ビニルアルコールなど）とのブレンド物などが使用される。前記のポリ塩化ビニル又は塩
化ビニルを主体とする共重合体は塊状重合法、乳化重合法、懸濁重合法、溶液重合法など
常用のいかなる製造法によって得られたものでもよい。これら塩化ビニル系樹脂は１種を
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単独用いてもよいし、２種以上を組み合わせて用いてもよい。
本発明においては、該基材シートには、前記塩化ビニル系樹脂と共に、通常可塑剤及びフ
ィラーが含まれている。
上記可塑剤としては、例えばジ－ｎ－オクチルフタレート、ジ－２－エチルヘキシルフタ
レート　ジイソノニルフタレート、ジイソデシルフタレート等のフタル酸誘導体；ジイソ
オクチルイソフタレート等のイソフタル酸誘導体；ジオクチルアジペート等のアジピン酸
誘導体；その他リン酸トリクレジル、リン酸トリキシレニル、エポキシ化大豆油等が用い
られ、中でもジオクチルフタレート、ジイソノニルフタレート、ジオクチルアジペート、
エポキシ化大豆油が適している。これらの可塑剤は１種を単独で用いてもよいし、２種以
上を組み合わせて用いてもよい。またその配合量は特に制限はなく、得られる化粧板の用
途に応じて、所望の硬度を有する基材シートが得られるように適宜選定されるが、一般的
には、前記塩化ビニル系樹脂１００重量部に対し、２０～５０重量部の範囲である。また
、フィラーとしては、例えば炭酸カルシウム、炭酸マグネシウム、水酸化アルミニウム、
水酸化マグネシウム、カオリン、シリカ、パーライト、硫酸カルシウム、硫酸バリウム、
焼成アルミナ、ケイ酸カルシウム、タルク、マイカなどが用いられ、これらは単独で用い
てもよいし、２種以上を組み合わせて用いてもよい。
【０００６】
これらのフィラーの中で、経済性などの点から、炭酸カルシウム、タルク、水酸化アルミ
ニウム及び水酸化マグネシウムが好ましく、特に炭酸カルシウムが好適である。この炭酸
カルシウムとしては特に制限はなく、沈降製炭酸カルシウム、重質炭酸カルシウム、軽質
炭酸カルシウムなど、いずれも用いることができる。この炭酸カルシウムの平均粒径は、
通常０ .０５～２００μｍ、好ましくは０ .５～２０μｍの範囲である。
基材シート中のフィラーの含有量は特に制限はないが、２０～８５重量％が好ましく、特
に３０～７５重量％が好ましい。この含有量が２０重量％未満では剛性が不十分となるお
それがあるし、８５重量％を超えるとシート成形性及び耐衝撃性が低下する上、重量が重
くなり、好ましくない。
本発明においては、基材シートを形成させるために、塩化ビニル系樹脂成形材料を調製す
る。この塩化ビニル系樹脂成形材料の調製は、従来公知の方法、例えば前記の塩化ビニル
系樹脂、可塑剤、フィラー及び所望により安定剤、滑剤、着色剤などを配合し、タンブラ
ーブレンダー、ヘンシェルミキサーなどで混合するか、又は混合後さらに、バンバリミキ
サーなどの混練機で混練することにより調製することができる。
本発明における（Ａ）層の塩化ビニル系樹脂基材シートは、このようにして調製された塩
化ビニル系樹脂成形材料を、公知の方法、例えばカレンダー成形、押出しシート成形、キ
ャスト成形などの方法によって成形することにより、作製することができる。該基材シー
トの厚さは特に制限はなく、得られる化粧板の用途に応じて適宜選定されるが、通常０ .
２～１０ｍｍ、好ましくは０ .５～５ｍｍの範囲である。
本発明の化粧板においては、このようにして得られた基材シートの一方の面に、基材シー
ト側から、（Ｂ）隠蔽性塩化ビニル系樹脂フィルム、（Ｃ）絵柄層、（Ｄ）接着剤層及び
（Ｅ）アイオノマー樹脂フィルムが順次積層されている。
【０００７】
上記（Ｂ）層の隠蔽性塩化ビニル系樹脂フィルムは、その上に設けられる絵柄層に高意匠
性をもたらすために、隠蔽力が付与されていると共に、化粧板の反りを抑制する作用を有
している。この隠蔽性塩化ビニル系樹脂フィルムとしては、炭酸カルシウム、硫酸マグネ
シウム、酸化チタンなどの無機フィラー、好ましくは酸化チタンを２～１５重量％程度含
有する軟質塩化ビニル系樹脂フィルムを用いることができる。この隠蔽性塩化ビニル系樹
脂フィルムの厚さは、通常５０～１５０μｍ程度である。
（Ｃ）層の絵柄層は、上記（Ｂ）層上に形成してもよいし、後述の（Ｄ）層上に形成して
もよいが、本発明においては、上記（Ｂ）層上に形成するのが有利である。
この絵柄層は、木目、石目（大理石模様、みかげ石模様）、天然皮革の表面柄、布目、抽
象柄などを表現する層をグラビア印刷、スクリーン印刷、オフセット印刷、凸版印刷、転
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写印刷、フレキソ印刷などの一般的な印刷を施すことにより設けたものであり、この絵柄
層を形成するインクの厚さは、通常１～３０μｍ程度である。この印刷インクの樹脂成分
としては、絵柄層と（Ｂ）層との密着性の点から、塩化ビニル系樹脂に対して親和性を有
する樹脂が好ましい。このような樹脂としては、例えば塩化ビニル－酢酸ビニル共重合体
などを用いることができる。
（Ｄ）層の接着剤層は、上記（Ｃ）層の絵柄層と、後述の（Ｅ）層であるアイオノマー樹
脂フィルムとを密着性よく接着させるために用いられる。この（Ｄ）層の接着剤層は、後
述の（Ｅ）層であるアイオノマー樹脂フィルムの裏面に形成させるのが有利である。該（
Ｄ）層の厚さは、通常１～５０μｍ、好ましくは２～４０μｍの範囲である。
（Ｄ）層の接着剤層の形成に用いられる接着剤は、その組成が極めて重要であり、前記（
Ｃ）層の絵柄層と後述の（Ｅ）層であるアイオノマー樹脂フィルムとの両方に良好な接着
能を有することが必要である。したがって、該接着剤は、（Ｃ）層の絵柄層を構成する樹
脂の少なくとも１つと同種の樹脂を含むと共に、この樹脂と相溶性を有し、かつアイオノ
マー樹脂に対して反応性を有する樹脂を含むものが好ましい。ここで、アイオノマー樹脂
に対して反応性を有する樹脂とは、直接に及び／又は架橋剤（硬化剤）を介してアイオノ
マー樹脂と反応し得る樹脂のことである（以下、この樹脂を反応性樹脂と称すことがある
。）。
【０００８】
前記反応性樹脂が、加熱などによりアイオノマー樹脂と反応し得る樹脂であれば、架橋剤
を接着剤に添加しなくてもよい。しかし、架橋剤によって、該反応性樹脂が架橋されると
共に、アイオノマー樹脂が架橋される場合には、接着剤に架橋剤を添加することができる
。
この接着剤の組成について、具体例を示すと、（Ｃ）層の絵柄層を構成する樹脂の少なく
とも１つと同種の樹脂［（イ）成分］としては、該絵柄層を構成する樹脂が塩化ビニル－
酢酸ビニル共重合体である場合には、塩化ビニル－酢酸ビニル共重合体を用いることが好
ましい。これにより、該接着剤は、絵柄層に対する接着能が付与される。一方、この塩化
ビニル－酢酸ビニル共重合体と相溶性を有し、かつアイオノマー樹脂に対して反応性を有
する樹脂［（ロ）成分］としては、ウレタン系樹脂を好ましく用いることができる。この
場合、ウレタン系樹脂の種類によっては、架橋剤を添加しなくてもアイオノマー樹脂と反
応し得るものがあり、したがって、架橋剤は、必要に応じて添加される。この架橋剤とし
ては、通常ポリイソシアネート化合物が用いられる。該架橋剤により、上記ウレタン系樹
脂が架橋されると共に、アイオノマー樹脂が架橋されることから、この接着剤においては
、アイオノマー樹脂に対して、より強固な接着能が発現する。
前記の（イ）成分である塩化ビニル－酢酸ビニル共重合体と（ロ）成分のウレタン系樹脂
の含有割合は特に制限はなく、絵柄層及びアイオノマー樹脂フィルムの両方に対して、最
も高い接着能が発現されるように選定するのがよい。また、必要に応じて添加される接着
剤中のポリイソシアネート化合物の含有量については特に制限はなく、状況に応じて適宜
選定することができる。
本発明においては、（Ｄ）層の接着剤層は、例えば、次のようにして形成することができ
る。
まず、前記樹脂分［（イ）成分と（ロ）成分］を５～５０重量％程度を含む塗工液を調製
し、使用直前に必要に応じて架橋剤のポリイソシアネート化合物を該塗工液に添加して接
着剤となし、グラビアコート、ロールコート、エアナイフコート、バーコートなどの公知
の手段により、後述の（Ｅ）層であるアイオノマー樹脂フィルムの裏面に塗布して乾燥後
、形成された不完全硬化接着剤層を絵柄層に密着させて、完全硬化させることにより、接
着剤層を形成する。化粧板の製造方法については、後で詳述する。
【０００９】
前記接着剤に必要に応じて添加される架橋剤のポリイソシアネート化合物としては、例え
ばトリレンジイソシアネート、ジフェニルメタンジイソシアネート、キシリレンジイソシ
アネートなどの芳香族ジイシソアネート、ヘキサメチレンジイソシアネートなどの脂肪族
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ジイソシアネート、イソホロンジイソシアネート、水素添加ジフェニルメタンジイソシア
ネートなどの脂環式ジイソシアネートなど、及びそれらのビウレット体、イソシアヌレー
ト体、さらには低分子活性水素含有化合物との反応物であるアダクト体などを挙げること
ができる。なお、接着剤が水性エマルジョン型の場合には、架橋剤として、上記ポリイソ
シアネート化合物のブロック化物を用いることが好ましい。
本発明においては、（Ｅ）層のクリア樹脂層として、アイオノマー樹脂フィルムが用いら
れる。このアイオノマー樹脂フィルムは、耐擦傷性、耐シガレット性、耐候性、耐薬品性
、耐汚染性などに優れている。
アイオノマー樹脂とは、一般に有機及び無機の成分が共有結合とイオン結合によって結合
されている樹脂のことである。本発明に特に好ましく使用されるアイオノマー樹脂として
は、共重合体の分子間を金属イオンで架橋した樹脂が挙げられ、この場合の共重合体とし
てはアクレリート系共重合体、例えばエチレン－メタクリル酸共重合体などが用いられる
。金属イオンとしては、例えばＮａ、Ｋ、Ｍｇ、Ｚｎ等のイオンが用いられる。
アイオノマー樹脂を得るには、例えば、カルボキシル基を側鎖に有するアクリル酸などの
単量体を共重合させたエチレン系のポリマーにＮａ、Ｋ、Ｍｇ、Ｚｎなどの水酸化物、ア
ルコレート、低級脂肪酸塩などを加えて酸基を中和する方法が挙げられる。これにより、
分子鎖に沿って分布するカルボキシル陰イオンが分子間に存在する金属陽イオンと静電的
に結合して一種の架橋を形成し、共重合体の分子間を金属イオンで架橋した構造のアイオ
ノマー樹脂が得られる。
このアイオノマー樹脂に、適当な添加剤を加え、公知の成形法によりフィルム化すること
により、アイオノマー樹脂フィルムを作製することができる。このフィルムの厚さは、通
常５０～１０００μｍの範囲である。また、このアイオノマー樹脂フィルムは多層フィル
ムであってもよい。
【００１０】
（Ｅ）層として、このアイオノマー樹脂フィルムを用いる場合、その裏面に設けられる（
Ｄ）層の接着剤層との密着性を強固なものにするために、所望により該裏面にコロナ放電
処理を施すのが有利である。
また、この（Ｅ）層の表面には、所望によりエンボス加工を施すことができる。さらに、
この（Ｅ）層には、帯電防止剤を含有させておくことで、例えば化粧板を床タイルとして
用いる場合、摩擦による静電気の発生を防ぐことができる。この帯電防止剤としては、カ
チオン性界面活性剤、両性界面活性剤、アニオン性界面活性、非イオン性界面活性剤、有
機スズ系化合物などが挙げられる。
本発明においては、このアイオノマー樹脂フィルムのワックス性や耐汚染性などを向上さ
せる目的で、所望により、該アイオノマー樹脂フィルムの表面に、電離放射線硬化アクリ
ル系樹脂層を設けることができる。ここで、電離放射線硬化アクリル系樹脂層とは、電磁
波又は荷電粒子線の中でエネルギー量子を有するもの、すなわち、紫外線又は電子線など
を照射することにより、架橋、硬化させたアクリル系樹脂層を指す。
この場合、該アイオノマー樹脂フィルムの表面にもコロナ放電処理を施したのち、従来公
知のプライマー処理を施し、その上に電離放射線硬化アクリル系樹脂層を設けることが好
ましい。
一方、本発明の化粧板においては、（Ａ）層の基材シートの前記とは反対側の面（基材シ
ートの裏面）に、（Ｆ）反り防止用塩化ビニル系樹脂シートが設けられる。この（Ｆ）層
の反り防止用塩化ビニル系樹脂シートは、化粧板に反りが生じるのを抑制するために設け
られるものである。
該反り防止用塩化ビニル系樹脂シートは、フィラーを５～４０重量％の範囲で含むことが
好ましく、さらに１０～３０重量％の範囲で含むことが好ましい。また、塩化ビニル系樹
脂の種類、可塑剤の種類と添加量、フィラーの種類及びシートの製造については、前述の
（Ａ）層である塩化ビニル系樹脂基材シートの説明において示したとおりである。
この（Ｆ）層である反り防止用塩化ビニル系樹脂シートの厚さは特に制限はなく、基材シ
ートの表面側に設けられる各層の厚さなどに応じて、化粧板に反りが発生しない範囲で適
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宜選定されるが、通常０ .２～３ｍｍ、好ましくは０ .５～２ｍｍの範囲である。また、該
（Ｆ）層は単層構造であってもよいし、２層積層構造であってもよい。
【００１１】
図２は、本発明の化粧板の１例の断面図であり、この図２で示すように、本発明の化粧板
２０は、塩化ビニル系樹脂基材シート１１の一方の面に、隠蔽性塩化ビニル系樹脂フィル
ム１２、絵柄層１３、接着剤層１４及びアイオノマー樹脂フィルム１５が順次積層される
と共に、塩化ビニル系樹脂基材シート１１の他方の面に、反り防止用塩化ビニル系樹脂シ
ート１６が設けられた構造を有している。
次に、本発明の化粧板の製造方法について説明する。
本発明の化粧板の製造方法においては、（ａ）積層フィルムを作製する工程、及び（ｂ）
化粧板を作製する工程を順次施すことにより、目的の化粧板を製造する。
上記（ａ）工程である積層フィルムを作製する工程においては、まず、アイオノマー樹脂
フィルムの一方の面に、所望によりコロナ放電処理を施したのち、その処理面に、接着剤
を公知の方法で塗布し、乾燥処理して不完全硬化接着剤層を設ける。なお、接着剤として
は、例えば塩化ビニル－酢酸ビニル共重合体とウレタン系樹脂を含む塗工液に、必要に応
じて使用直前にポリイソシアネート化合物を添加したものを用いる。
一方、隠蔽性塩化ビニル系樹脂フィルムの一方の面に、公知の印刷方法により絵柄層を設
ける。この印刷インクの樹脂成分としては、例えば塩化ビニル－酢酸ビニル共重合体を用
いる。次いで、一方の面に不完全硬化接着剤層を有するアイオノマー樹脂フィルムと、一
方の面に絵柄層を有する隠蔽性塩化ビニル系樹脂フィルムとを、不完全硬化接着剤層と絵
柄層とが接するように配置し、例えば赤外線照射により加熱して、両フィルムを接合する
ことにより積層フィルムを作製する。
次に、（ｂ）工程である化粧板の作製工程においては、まず、塩化ビニル系樹脂基材シー
トの裏面に、反り防止用塩化ビニル系樹脂シートを熱融着により接合する。
次いで、裏面に反り防止用塩化ビニル系樹脂シートが設けられた塩化ビニル系樹脂基材シ
ートと、前記（ａ）工程で作製された積層フィルムとを、該塩化ビニル系樹脂基材シート
の表面と積層フィルムの隠蔽性塩化ビニル系樹脂フィルムとが接するように配置し、熱融
着により接合することにより、本発明の化粧板を作製する。
本発明の化粧板は、床タイルや壁パネルなどの建装材として、あるいは家具や、台所製品
のキャビネットなどの表面化粧板などとして用いることができるが、特に床タイル用とし
て好適である。
【００１２】
【実施例】
次に、実施例により、本発明をさらに詳細に説明するが、本発明はこれらの例によってな
んら限定されるものではない。
実施例１
（１）塩化ビニル樹脂基材シートの作製
塩化ビニル樹脂［セントラル化学 (株 )製、商品名「協同ビニルＣＳ－１１００」］１００
重量部、平均粒径６μｍの炭酸カルシウム粉末３００重量部、ジオクチルフタレート４０
重量部、ステアリン酸バリウム２重量部及びジブチル錫ラウレート１重量部を、ヘンシェ
ルミキサーにより混合したのち、バンバリミキサーにて混練して成形用材料を調製し、カ
レンダー成形により、厚さ２ .０ｍｍの塩化ビニル樹脂基材シートを作製した。
（２）反り防止用塩化ビニル樹脂シートの作製
上記（１）において、炭酸カルシウム粉末の量を３５重量部に変更し、かつシートの厚さ
を１ .０ｍｍに変更した以外は、（１）と同様にして反り防止用塩化ビニル樹脂シートを
作製した。
（３）絵柄層を有する白色塩化ビニル樹脂フィルムの作製
厚さ１００μｍの酸化チタン含有白色塩化ビニル樹脂フィルム［ (株 )タツノ化学製、商品
名「塩ビ梨地Ｗ－１０３」］の片面に、色の異なるインキを複数種用いて、大理石模様を
グラビア輪転機にて印刷し、厚さ６μｍの絵柄層を設けた。なお、各インキの樹脂成分は
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塩化ビニル－酢酸ビニル共重合体である。
（４）塩化ビニル樹脂積層シートの作製
上記（１）で得られた塩化ビニル基材シートの裏面に、（２）で得られた反り防止用塩化
ビニル樹脂シートを、約１６０℃で熱融着させ、塩化ビニル樹脂積層シートを作製した。
（５）積層フィルムの作製
厚さ３００μｍのアイオノマー樹脂フィルム［三井・デュポンポリケミカル (株 )製、商品
名「ハイミラン１７０６」］の裏面にコロナ放電処理を施し、この処理面に、接着剤とし
て、「ＬＰハイスーパーＲメジウム」［東洋インキ製造 (株 )製、塩化ビニル－酢酸ビニル
共重合体とウレタン系樹脂との重量比１：９の混合物を含有］に対し、イソシアネート系
硬化剤「ＬＰハードナー１００」［東洋インキ製造 (株 )製］を３重量％の割合で添加した
ものをグラビアコート法により、乾燥厚さが２０μｍになるように塗布し、乾燥処理して
不完全硬化接着剤層を設けた。
次に、この不完全硬化接着剤層を有するアイオノマー樹脂フィルムと、上記（３）で得ら
れた絵柄層を有する白色塩化ビニル樹脂フィルムとを、不完全硬化接着剤層と絵柄層とが
接するように配置し、赤外線照射により表面温度が１５０～１８０℃になるように加熱処
理して該接着剤層を完全硬化させ、１５ｍ／分の速度で積層フィルムを作製した。
（６）化粧板の作製
上記（４）で得られた塩化ビニル樹脂積層シートと、（５）で得られた積層フィルムとを
、塩化ビニル基材シートの表面と白色塩化ビニル樹脂フィルムとが接するように配置し、
１２５℃にて熱融着させることにより、図２に示す構造の化粧板を作製した。
＜反りの評価＞
縦１００ｃｍ、横１００ｃｍの試料を切り取り、平板ガラス上に載置し、四角隅と中間点
計８点の高さを測定し、次に裏面を上にして、同様に測定した。その結果、反りは最大０
.１０ｍｍであった。
比較例１
実施例１において、塩化ビニル樹脂基材シートの裏面に、反り防止用塩化ビニル樹脂シー
トを設けずに、該塩化ビニル基材シートの表面に積層フィルムを熱融着させた以外は、実
施例１と同様にして化粧板を作製し、反りを測定した。その結果、反りは最大０ .２０ｍ
ｍであった。
【００１３】
【発明の効果】
本発明の化粧板は、耐擦傷性、耐シガレット性、耐候性、耐薬品性、耐汚染性、層間密着
性などに優れると共に、反りが抑制され、かつ製造が容易であって、壁パネルや床タイル
などの建装材等で、特に床タイルに好適に用いられる。また、本発明の方法によれば、上
記化粧板を工業的に効率よく製造することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】図１は、従来の塩化ビニル系樹脂製の床タイルの代表的な構成を示す断面図であ
る。
【図２】図２は、本発明の化粧板の１例の断面図である。
【符号の説明】
１　塩化ビニル系樹脂基材シート
２　着色塩化ビニル系樹脂フィルム
３　絵柄層
４　透明塩化ビニル系樹脂フィルム
５　凹部
１０　従来の塩化ビニル系樹脂製床タイル
１１　塩化ビニル系樹脂基材シート
１２　隠蔽性塩化ビニル系樹脂フィルム
１３　絵柄層
１４　接着剤層
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１５　アイオノマー樹脂フィルム
１６　反り防止用塩化ビニル系樹脂シート
２０　本発明の化粧板

【 図 １ 】

【 図 ２ 】
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